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新型コロナウイルスの感染予防・拡大防止対策および 

養成課程の再開にあたってのガイドライン 

 

【方針】 

・講師全員が、新型コロナウイルスに関しての情報の収集や知識の獲得に努める。 

・講義の実施にあたっては、万全の感染防止策をとる。 

・受講生には、感染防止に協力を求めるとともに、受講者（企業担当者含む）と弊社の両者が十分な感染対策を 

講じても防げない可能性があることをご理解いただく。 

 

【具体策】 

●情報発信、報告等 

・新型コロナウイルスに関する情報や状況、政府および自治体の方針などについて常に情報の収集に努め、 

会社としての判断を行い、必要に応じて講師および受講者（企業担当者含む）に対しての情報発信を行う。 

・感染防止における対応、実行、チェックできる体制をつくり、毎日を実施する。 

・万が一、新型コロナウイルス感染者が講師もしくは受講者またはその家族に出た場合は、自治体の窓口に 

直ちに報告を行い、指示を仰ぐ。 

＊自治体の窓口は、以下を参照のこと 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html 

 また、速やかに、上記指示に基づく対応・方針を決定し、講師および受講者（企業担当者含む）に報告を行う。 

・振替や返金などの対応が発生する場合は、受講者（企業担当者含む）に案内や十分な説明を行う。 

 

●感染予防、防止対策 

１ 入室時を含め、都度、手洗いうがい、アルコール消毒等の励行（入口等にアルコール消毒液等設置） 

２ 毎日、受講者の検温確認および入室時に検温の実施、記録（37.5度以上の方は入室をお断りします。） 

３ 空気の換気（空調稼働および前後の窓を可能な範囲で常時開放） 

４ 間隔の保持（受講生間の距離を 2ｍ程度空けます。） 

５ マスクの常時着用（講師を含めて全員）※マスクはご自身で持参ください。 

 

●講師 

・出勤前に検温を行い、37.5度以上であれば出勤停止とする。 

・公共交通機関をはじめ人が多い場所等ではマスクを着用する。 

・出社時および講義前には、うがい・手洗い、アルコール消毒等を行う。 

・受講者に話しかける場合は、正面から話しかけないようにする。 

 

●受講者（企業担当者含む） 

・上記、ガイドラインをご理解した上で、弊社養成課程の受講することに同意するものとするものし、 

同意書の提出を行う。 

 

 

https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html


養成課程受講に関する同意書 

 

 

株式会社ブレーンネットが実施する養成課程（選抜試験対策含む）の受講にあたり、 

以下の内容に同意します。 

 

 

（同意内容） 

 

1. 新型コロナウイルス感染防止策に関する御社の運用ガイドラインの内容を理解・了承 

したうえで、受講することに同意します。 

 

2. 感染防止策についても協力し、講義中の行動やマスク着用等、講師の指示に従います。 

 

3. 毎日検温を実施するものとし、37.5度以上の発熱がある場合は、受講いたしません。 

（ご自宅で実施結果を講師に報告、入室時に再度検温を実施し記録） 

 

4. 受講者（企業担当者含む）と弊社の両者が十分に感染防止策を講じていても、罹患を 

完全には防ぐことができないことを了承します。 

 

5. 万が一、家族、同居者に新型コロナウイルス罹患者が出た場合は、速やかに報告します。 

 

 

 

2021年   月   日   

 

 

氏名                

 


